
中村太郎税理士事務所
東京都新宿区西新宿3-7-33ミツワバイナリー502
TEL：03-6302-0475／FAX：03-6302-0474

■3月分からの協会けんぽの
　健康保険料率が決定

■業種・学歴別の初任給

■高年齢層の
　インターネット利用の実態

■～平成28年度税制改正～
　通勤手当の非課税枠が拡大

　4月は入学、就職、転勤等、新生活が始まる季節です。
　夢と希望に満ち溢れているこの時期、心も新たにがんばっていきたいと思います。

　掲載内容に関してご不明点等あれば、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
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